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総含計画とは長期的

な視点で、市のまちづ<りに関する全分野の基本

的な方向性を示したもので、地方自治法で定めら

れた市の最上位の計画となるものです。個々の詳

細な計画は、都市計画マスタープラン・緑の基本計画

など、総含計画の下に位置する計画の中に定めら

れています。

川越市の総合計画は、1983年に最初の総含計画

ができ、1996年の第2次総含計画を経て、今回の第

3次総合計画がつ<られています。行政は、この計

画に沿つて、社会の動きに対応 し、自らのあり方

を考え、市民と共にまちづ<りを進めてい<こ と

になります.

それでは、残念ながら普段皆さんがあまり見る

機会のない総合計画の中身を少しご紹介します。

行財政改革などの共通施策と、分野Bl」の施策と

して1章～6章まで分かれており、例えば第3章の都

市基盤・生活基盤の項では「人と環境にやさしい、

快適な基盤を備えた魅力あるまち」と題して、第1

節『都市の魅力の創造』第2節『交通ネットワークの

構築』第3節『自然と調和した基盤づくり』、のように

いくつかのテーマ別に分けています。さらに、この

節をい<つ かの施策に分け、例えば、都市拠点の整

備と題して、現状と課題を述べた上で、①中心市街

地活性化基本計画の推進、②3駅連携強化の推進、

③中央通り地区の整備、④歴史的田並み地区の整

備、のように推進したい施策が書かれています。

第5章の環境の分野でも同じく「人と自然がとも

に生きる、地球環境にやさしいまち」という題名に

続き、3つの節が書かれています。第1節『総含的か

つ計画的な環境行政の推進』第2節『循環型社会の

構築』第3節『環境保全対策の推進』、さらに、これを

ごみの減量・資源化や自然環境の保全などの項目

に分けています。そして、その中に自然環境の保全

の項目であれば、①緑の保全と活用、②緑の創出、

③水辺環境の保全と、推進したい施策が書かれて

います。

なんとなく総合計画というものの想像がつきま

したでしょうか?

総合計画は、市の方向性を示す重要なものでは

あっても、最終的な 「形」とするには、より具体的な

プランが必要です。人事なのは、51jえばどのように

実行すれば「水辺環境の保全」ができるのか !と

いうことだつたり、「緑の創出」とはという概念の部

(つまり、花壇を増やすことは緑の創出ではあっても

自然環境の保全とはいえないのでは?)

分であつたり、するので|まないでしようか。

多<の 自治体で総合計画は、「つ<ったらおわり」

の無用の長物のように言われているそうです。

総合計画を単なるスローガンにしないために、

実施計画が明確な業績の評価尺度を持ち、役所

各部門の業績目標としてこれが使用されなけれ

ばいけません。

スタートしたばかりの第二次川越市総含計画が

市民にとつて望ましいまちづ<りの指針となるよ

う、我々がしつかリチェックしていきましょう !
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